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■第 3刷正誤表 

頁 該当箇所 
正誤内容 

誤 正 

23 問題①⑴ 流体は，気体に比べて—— 液体は，気体に比べて—— 

46 13 行目 圧縮は大である． 圧縮強度は大である． 

90 問題④⑶ 風量によるものと—— 風力によるものと—— 

126 図 5・20 

右図のように修正 

 

 

 

157 問題②⑶ 熱媒水の補給が必要である． 熱媒水の補給が不要である． 

160 
マスター Point 
下から 2 行目 

・タンク内の照度は，100 lx 以下とする．タンク
内照度率（タンク内照度をタンク外照度で除し
た数値）を 0.1% 以下と定められている． 

削除  
※上から 1 行目と内容が重複 

169 

4 行目 ダンパ類を天丼内に設ける場合は， ダンパ類を天井内に設ける場合は， 

必ず覚えよう 
❼ 

トレーナは， ストレーナは， 

170 
マスター Point 
下から 2 行目 

マテリアルリサイクル（熱エネルギーを回収して
利用するリサイクル方法）した屋外排水用の塩化
ビニル管である． 

マテリアルリサイクルした屋外排水用の塩化ビニル
管である． 
 

173 
マスター Point 
下から 4 行目 

風速も速くなる． 風速は低下する． 

181 下から 11 行目 後期の長さによって， 工期の長さによって， 

195 問題③⑷ 作業 D よりも 11 日遅く着手することができる． 作業 D よりも 1 日遅く着手することができる． 

206 下から 2 行目 直ちに捕集し， 直ちに補修し， 

211 下から 1 行目 機密保持を考慮する． 気密保持を考慮する． 

215 下から 11 行目 100 m を超える場合は 30 m 以内の 100 mm を超える場合は 30 m以内の 

217 下から 3 行目 300 mm 以上 300 mm 以下 

218 
2 行目 接合用フランジの間隔は，1 820 mm， 接合用フランジの間隔は，最大 1 820 mm， 

12 行目 シール材 シール剤 



221 下から 7 行目 パイプレンチ青には， パイプレンチ跡には， 

224 問題①⑴ 昇降タラッフ 昇降タラップ 

229 問題⑫⑴ 汚水稽 汚水槽 

246 5 行目 
□振動の特定建設作業実施届出書は市町村長に提
出する． 

削除  
※1 行目と内容が重複 

250 
下から 5 行目 シール材 シール剤 

下から 2 行目 振動をダクトに—— 振動がダクトに—— 

268 下から 2 行目 ［建築基準法第 87・88 条］ ［建築基準法第 6 条・87 条の 4・88 条］ 

268 表 8・2 

右図のように修正 

 

 

275 
必ず覚えよう 
➋ 

通気管と兼用し， 通気管と兼用せず， 

279 
表 8・7 
内 容 

元請業者となったときに 4,500 万円（建築一式工
事にあっては，7,000 万円）以上 

元請業者となったときに 5,000 万円（建築一式工事に
あっては，8,000 万円）以上 

281 8 行目 
建築一式工事の場合は 8,000 万円以上で，その他
の工事の場合は 4,000 万円以上 

建築一式工事の場合は 9,000 万円以上で，その他の工
事の場合は 4,500 万円以上 

283 
必ず覚えよう 
❹ 

（管工事では 4,500 万円以上） （管工事では 5,000 万円以上） 

284 問題③ （2）請負代金の額が 4,000 万円未満の （2）請負代金の額が 4,500 万円未満の 

285 

問題④ （4）4,500 万円以上の下請契約を （4）5,000 万円以上の下請契約を 

問題⑤  
4 行目 

4,500 万円以上となる下請契約を 5,000 万円以上となる下請契約を 

問題⑤ 解説 
（4）4,500 万円以上となる下請契約を （4）5,000 万円以上となる下請契約を 

また，4,500 万円以上を下請契約する場合は また，5,000 万円以上を下請契約する場合は 

マスターPoint 下請契約が 4,500 万円未満の場合は 下請契約が 5,000 万円未満の場合は 

301 
第二次検定編扉 

下から 1 行目 
追記 

※令和 6 年度より，試験制度が変更になっている． 
＊色太字に 

303 
9 章扉 

下から 6 行目 

施工経験記述の丸写しについて 
本書に掲載した施工経験記述の記述例を，実際の
試験においてそのまま丸写しで記述すると，不合
格になるおそれがあります．試験機関でのチェッ
クはきびしくなっています．その際，当方では一
切責任を持ちません． 

※令和 6 年度の試験制度変更以降，施工経験記述は
出題されていない．          ＊色太字に 

 
 
 
 

  



366 1 行目 

経験記述用紙例（この記述用紙は，令和 3 年度
に採用されたもの） 
経験記述は，次のような内容で出題されている
（年度によって変更あり）． 

 

※令和 6 年度の試験制度変更以降，施工経験記述は
出題されていないが，念のため学習することをお
勧めする．              ＊色太字に 
経験記述用紙例（この記述用紙は，令和 3 年度に
採用されたもの） 
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